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2. 手　話
  

 

守ろう！わたしたちの言語「手話」とコミュニケーション保障

近年「手話」は言語と認知され、「手話言語法」制定の機運が高まる中、手話だけでなく、

ろう者と健聴者のコミュニケーションを助け、保障する役割を担う手話奉仕員・手話通訳

者養成事業も変遷を遂げてきました。

第 1 部では手話奉仕員・手話通訳者養成制度の変遷や現状と課題について、ろう運動と

しての取り組みと現行の障害者総合支援法、それぞれの視点から学びます。第２部は毎年

好評の「新しい手話検定＆創作手話コンテスト」を行います。

※「新しい手話検定」の出題範囲は日本聴力障害新聞４月号で発表します。


